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弁護士が語る！経営者が知っておきたい法律の話（第2回）

「営業秘密」を不当に持ち出されてしまう前に
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「わが社独自のノウハウ」「わが社独自の技術・ネットワーク」……あなたの会社には、こうした「売り」はありませんか？または
、取引先の情報が記載された「名簿」はありませんか？

もし心当たりがある場合、これら「売り」や「名簿」などを持ち出した元従業員が、同種の事業を立ち上げた、といった話を聞
いたことはありませんか？

企業の「売り」や「名簿」は、法律的には「営業秘密」と呼ばれます。営業機密を不当に持ち出して、個人的なお金儲けに利
用するという話は決して他人事ではなく、あなたの会社でも起こりうることです。営業秘密は一度流出してしまうと、元の状態
には戻りません。そうなる前に、流出をどう防ぐかを考えてみましょう。

そもそも営業秘密とは？

営業秘密は、不正競争防止法という法律によって保護されています。同法では、営業秘密を営業秘密として認められるた
めに、次の3つの要素をすべて満たしている必要があることを規定しています。

・秘密として管理されていること
・有用な情報であること
・公然と知られていないこと

この不正競争防止法では、営業秘密を侵害する一定の行為に対し、使用等の差し止め、損害賠償、謝罪広告等の信用回
復措置による保護を認めています。また、営業秘密の不正取得・使用・開示行為のうち、一定の行為を犯罪として処罰する
旨を定めています。

しかし、どんなに知られたくない情報であっても、上記3要素を満たさなければ、同法上の営業秘密にはならず、同法による
保護は受けられません。そのため、企業が大切な情報を管理する上では、同法上の「営業秘密といえるかどうか」という観点
が非常に重要となります。

また、同法により保護されるとしても、営業秘密は一度流出すると取り返しがつきません。そのため、営業秘密は流出しない
ことが一番重要です。これらのことをふまえ、どのように営業秘密を管理すればよいか考えてみましょう。

何を営業秘密とするか？

営業秘密の要素として、最も重要なものが、… 続きを読む
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